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議 会 の 傍 聴 てっ

そうだ 傍聴へ行こう！

！

ど う つや らた

次
回
の
定
例
会
は

９
月
２
日

皆
さ
ん
ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
（月）
開会

　議会では、皆さんの生活に
関わるさまざまな問題につい
て、活発な論議を行なってい
ます。本会議はだれでもその
様子を見ることができます。傍
聴は、議会活動に触れる最も身
近な方法です。

議 会 主の な 内 容
　議会は、３月（予算中心）・６月・９月（決算中心）・12
月の年４回あります。
一般質問…住民生活にかかわる問題等について、議員
が政策提案も含めて行なう質問です。
条例…県・市町村の事務に関して定められる法令の1つ
です。
予算…1年間の歳入（収入）と歳出（支出）の見積もりの
ことです。議会の議決を経て成立します。
決算…１年間の歳入・歳出の結果を、予算と比較してま
とめたものです。議会は決算の状況を審査し、適当と認
めれば認定します。

○本庁舎3階議会事務局で、受付（住
所・氏名）をしていただくだけです。

○議会・傍聴席は３階です。
【問い合わせ】　議会事務局
　TEL  0480-42-8824

議長
議会
事務
局長

議員席 議員席

傍聴席

議員席

執行部席執行部席 壇上

【議場配置図】

皆さん「議会の傍聴」

って知っていますか？
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た
。

　
現
在
の
と
こ
ろ
、
デ
マ
ン
ド
交
通

に
い
た
だ
い
た
意
見
や
運
行
デ
ー
タ

な
ど
か
ら
、
問
題
点
を
抽
出
し
、
そ

れ
ら
を
解
決
す
る
た
め
の
具
体
的
な

検
討
を
行
っ
て
い
る
。

　
今
後
も
他
市
の
事
例
等
を
参
考
と

し
、
当
市
に
即
し
た
見
直
し
を
図
り

つ
つ
、
高
齢
者
を
始
め
市
民
の
日
常

生
活
を
支
え
る
、
よ
り
良
い
シ
ス
テ

ム
を
構
築
し
て
い
き
た
い
。

（
市
民
生
活
部
長
）

は
バ
ス
の
相
互
乗
り
入
れ
を
し
、
70

歳
以
上
の
無
料
化
を
８
月
か
ら
予
定
。

日
常
生
活
の
足
の
確
保
と
免
許
返
納

率
を
考
慮
し
た
他
市
の
思
い
や
り
施

策
を
大
い
に
参
考
と
す
べ
き
で
は
。

　
利
用
者
の
方
か
ら
は
、
希

望
の
時
間
に
予
約
が
取
れ
な

い
な
ど
の
ご
意
見
を
い
た
だ
い
て
い

る
。
こ
の
た
め
、
市
と
し
て
は
先
ず

は
予
約
が
取
れ
る
よ
う
に
、
効
率
的

な
運
行
と
1
運
行
あ
た
り
の
乗
合
率

を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
改
善
を
行
っ

　
デ
マ
ン
ド
バ
ス
の
現
状
に

不
満
が
根
強
い
。
公
共
交
通

に
利
便
性
を
感
じ
な
け
れ
ば
免
許
証

自
主
返
納
率
が
低
く
な
り
、
非
返
納

高
齢
者
ド
ラ
イ
バ
ー
が
多
い
と
必
然

的
に
街
の
交
通
リ
ス
ク
が
高
く
な
る
。

　
富
士
見
市
で
は
８
路
線
バ
ス
に
加

え
６
月
か
ら
デ
マ
ン
ド
タ
ク
シ
ー
を

運
行
し
、
年
間
休
日
は
年
末
年
始
の

７
日
間
の
み
。
坂
戸
市
、
鶴
ケ
島
市

デ
マ
ン
ド
バ
ス
の
利
便
性
向
上

Q

A

繕
を
行
う
。
そ
の
他
の
道
路
は
日
常

的
な
パ
ト
ロ
ー
ル
を
行
い
な
が
ら
修

繕
を
行
っ
て
い
く
。

　
水
路
に
つ
い
て
は
危
険
箇
所
等
の

補
修
を
行
い
、
ま
た
内
水
氾
濫
へ
の

対
応
の
た
め
流
下
能
力
の
確
保
の
整

備
を
行
う
。
一
方
で
、
多
面
的
機
能

支
払
交
付
金
制
度
の
利
用
を
推
進
し
、

水
路
の
機
能
が
安
定
的
に
発
揮
さ
れ

る
よ
う
努
め
る
。（

建
設
経
済
部
長
）

水
害
対
策
や
道
路
の
維
持
管
理
に
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

　
少
子
高
齢
化
社
会
の
中
で
、
市
民

の
協
力
に
よ
る
地
先
管
理
も
多
く
あ

っ
た
が
、
今
後
の
維
持
管
理
に
つ
い

て
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
伺
う
。

　
市
が
管
理
す
る
準
用
河
川

に
つ
い
て
は
、
今
後
も
除
草

お
よ
び
浚
渫
作
業
を
定
期
的
に
実
施

す
る
。

　
市
道
の
維
持
管
理
は
幹
線
道
路
に

つ
い
て
は
点
検
を
行
い
、
計
画
的
修

　
市
内
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
国

や
県
、
土
地
改
良
区
の
管
理

す
る
河
川
、
道
路
、
水
路
な
ど
も
あ

る
が
、
そ
れ
ら
と
共
に
市
は
管
理
す

る
準
用
河
川
や
普
通
水
路
、
市
道
な

ど
生
活
基
盤
と
な
る
基
本
的
施
設
を

膨
大
に
所
有
し
て
い
る
。

　
今
後
、
国
や
県
な
ど
関
係
機
関
と

緊
密
な
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
安
全

安
心
な
生
活
基
盤
を
構
築
す
る
た
め
、

河
川
、
水
路
、
道
路
の
今
後
の
維
持
管
理
は

Q

A

枝久保喜八郎議員武藤寿男議員

　
議
会
基
本
条
例
と
は
、
議
会
運
営
の

原
則
や
市
民
と
議
会
、
議
会
と
市
長
と

の
関
係
等
に
つ
い
て
、
議
会
の
基
本
姿

勢
を
明
文
化
し
た
も
の
で
す
。
そ
の
内

容
は
、
こ
れ
ま
で
市
議
会
が
積
み
重
ね

て
き
た
議
会
改
革
の
成
果
を
集
約
し
た

も
の
で
も
あ
り
、
市
民
福
祉
の
向
上
と

市
政
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
そ
の

目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　
今
回
の
改
選
に
伴
い
新
た
な
議
員
で

６
月
定
例
会
会
期
中
に
議
会
基
本
条
例

を
再
確
認
致
し
ま
し
た
。

　
議
会
基
本
条
例
は
、
そ
の
理
念
を
全

議
員
で
共
有
す
る
こ
と
に
よ
り
、
議
員

の
構
成
に
変
更
が
あ
っ
て
も
変
わ
る
こ

と
の
な
い
議
会
の
基
本
姿
勢
を
明
ら
か

に
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
議
会
活
動
を
活

性
化
し
、
議
会
で
の
議
論
を
充
実
さ
せ

る
と
と
も
に
、
よ
り
市
民
に
開
か
れ
た

議
会
と
す
る
た
め
、
情
報
公
開
と
市
民

参
加
の
推
進
に
努
め
、
併
せ
て
、
議
会

改
革
と
自
己
研
さ
ん
を
継
続
し
、
公
平

公
正
な
議
会
運
営
を
徹
底
す
る
こ
と
に

よ
り
、
市
民
の
信
頼
と
負
託
に
的
確
に

応
え
る
議
会
で
あ
り
続
け
る
こ
と
を
目

指
し
ま
す
。

　
市
議
会
で
は
、
平
成
25
年
第
３
回
定

例
会
に
お
い
て
、
議
会
基
本
条
例
制
定

特
別
委
員
会
を
設
置
。
平
成
25
年
９
月

27
日
か
ら
平
成
26
年
11
月
21
日
ま
で
21

回
開
催
し
、
平
成
27
年
４
月
１
日
施
行

致
し
ま
し
た
。

　
議
会
は
「
言
論
の
場
」
で
あ
り
、
合

議
制
機
関
で
す
。
現
在
で
も
、
委
員
会

で
は
一
部
自
由
討
議
が
行
わ
れ
て
い
ま

す
が
、
今
後
、
さ
ら
に
積
極
的
な
「
自

由
討
議
」
に
努
め
ま
す
。

　
市
民
が
議
会
活
動
に
参
加
す
る
機
会

を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
議
会
活
動
を

広
報
す
る
た
め
の
「
議
会
報
告
会
」
を

必
要
に
応
じ
て
開
催
し
ま
す
。

　
一
般
質
問
等
に
お
い
て
、
議
論
の
争

点
お
よ
び
論
点
を
明
ら
か
に
し
、
市
民

の
み
な
さ
ん
に
わ
か
り
や
す
い
議
論
と

す
る
た
め
、
市
長
等
が
質
問
の
趣
旨
、

内
容
、
背
景
、
根
拠
の
確
認
等
の
た
め

に
一
問
一
答
方
式
を
行
っ
て
い
ま
す
。

議
会
基
本
条
例
制
定
の
意
義

条
例
制
定
ま
で
の
経
過

幸
手
市
議
会
基
本
条
例
と
は

議
会
の
コ
コ
が
ポ
イ
ン
ト
で
す

議
員
間
の
自
由
討
議

市
民
参
加
の
推
進
と

議
会
報
告
会
の
開
催

議
員
の
質
問
に
対
す
る

市
長
等
の
一
問
一
答
方
式


